
神奈川県の産業廃棄物収集運搬業（積替・保管を除く）の許可を取るためには？ 

以下の流れに沿って手続きを進めてください 

申請者 県 

  

 

「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物

処理業の許可申請に関する講習会」 

（（公財）日本産業廃棄物処理振興 

センター実施）を受講 

講習会の修了証を取得 

講習会のお申込みについては、 

（公財）日本産業廃棄物処理振興センターに

お問い合わせください。 
（TEL：03-5807-5913） 

申請書類の準備・予約 

必ず事前の連絡をお願いします。 

申請窓口に書類提出 

予約受付 

申請受理 

審査 

許可証発行 
許可証受領 

※窓口交付の場合は、受領証に記入 

旧許可証返納 

※更新・変更の場合 手続き終了 

補正書類提出 

標準処理期間は、60 日間（土・日・祝日及び年末

年始の休日を除いた日数）です。 
※ただし、申請書類に不備がある場合、補正の期間

は標準処理期間から除算されます。 許可基準に適合

している場合 

書類に不備があった場合 


